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組合員のみなさん！ ユニオン・国労組合員のみなさん！ 
 またしても岡田指導科長陣頭指揮のもと、東海労組合員の監禁が発

生しました。しかも、お得意の上司に対する言葉遣いの警告つきです。 
  

組合員Ａさんが退出点呼後、着替えを終えて帰ろうとした時のこと

です。指導科前を通りかかったＡさんを岡田指導科長が突然呼び止め、

「再教育」試験の勉強をどのようにするのか、の報告を書いてくる期

限だが出来たか、と言ってきました。Ａは、「書かないが頑張ってい

る」と答えたところ、岡田指導科長は、それでは分からない、具体的

にどのようにしているのか、と強行に食い下がってきました。 

 そこに通りかかったＢさんとＣさんが、話が終わるのを待っている

と、岡田指導科長は、何をしているのか、今Ｂさんと業務に関する話

をしている。仕事が終わったら帰るように、と援護に駆けつけた松本

総務科長も加わって「帰りなさい」を一方的に繰りかえしました。実

は、２人はＡさんと一緒に帰る約束をしていたので、岡田指導科長と

Ａさんの話が終わるのを静かに待っていたのです。 

 当然、Ａさんは「用事があるから帰る」、と帰ろうとしたところ菊

地指導助役も加わり、指導科の出口に立ちはだかるようにして帰そう

としなかったのです。理由はなんと、冠婚葬祭なら認める、とのこと

でした。ＢさんとＣさんが監禁するのか、帰せ、と抗議しても一切聞

く耳を持たない状態でした。結局Ａさんは私服のまま２０分以上の超

勤となりました。上司・業務を悪用したパワハラそのものです。 
 

組合員のみなさん！ ユニオン・国労組合員のみなさん！ 

性懲りもなくパワハラ、監禁を繰りかえす岡田指導科長を許すこと

ができますか。労組に関係ありません。抗議の声をあげましょう！ 


